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 １、はじめて障害者サービスを利用する場合

 利用者または代理人 図書館 教育委員会

 ・申請書はHP「障害者サービス」から出力できます

 ・必要書類を添付の上申請してください。

　

 ・通知受理後、サービスの利用が可能になります。

 ２、デイジー再生機等利用サービス（館内利用）

利用者 図書館

「和光市図書館利用困難
者事業利用登録申請書」
（様式第１号）を提出する。

申請書受理

教育委員会へ提出 申請書受理

「和光市図書館利用困難
者事業利用登録決定通
知書」を通知する。

「和光市図書館利用困難者
事業利用登録決定通知書」
を受理。

図書利用券をカウンター
で提示

１回あたりデイジー１冊
の利用が可能

デイジー再生機器及び
ヘッドフォンを
カウンターへ返却する

内容・添付資料
の確認

利用資格の確認

デイジー再生機器及び
ヘッドフォンを貸出

デイジー再生機等利用サービス

登録の可否を行う
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 ３、デイジー再生機等利用サービス（館外利用）

 ＜方法１＞　事務室にて直接受取り・返却
 　　　　　　　　　（受取り時）本館事務室にて、図書利用券をご提示ください。
 　　　　　　　　　（返却時）　返却する機器等が揃っているか確認し、本館事務室までお持ちください。

 ＜方法２＞　郵送にて受取り・返却

 利用者又は代理人 図書館

 　郵送①～④を含め、３週間の貸出です

 ＜郵送時に同封するもの＞

 　①デイジー再生機

 　②取扱説明書

 　③ヘッドホン
 　④ゆうパックラベル（送り状）　【返却時用】

電話またはＦＡＸにて依
頼

デイジー再生機等の受取
り（郵送②

郵便局へ直接持ち込む又は集荷
依頼をする。（郵送④）

【郵便局】
集荷専用電話番号0800-0800-
111
(固定電話・携帯電話ともに無料)

①上記番号に電話をかけ、ご自身の郵
便番号を伝える。
②担当郵便局の担当者へ繋がったら、
集荷依頼をする。

利用資格の確
認

デイジー再生機等を郵送
貸出（郵送①）

返却準備をし、箱に図書
館が同封したゆうパックラ
ベル（送り状）を貼る（郵
送③）
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